
 

 
 
 
（１）がん  
 

がんは日本で死亡原因の第１位であり、がんによる死亡が全死亡数の２割以上を占め

ています。本市においても同様に、がんによる死亡が第１位となっています。 

がんの発症を高める要因として、がんに関連するウイルスや細菌への感染のほか、喫

煙（受動喫煙を含む）、過剰飲酒、運動不足、肥満・やせ、塩分・塩蔵食品の過剰摂取

など生活習慣に関連するものも多く、生活習慣改善が結果的にがん予防につながると考

えられます。 

がんによる死亡を防ぐために最も重要なことは、がんの早期発見であり、定期的にが

ん検診を受診して、早期発見・早期治療に結びつけることが重要です。 

 

【 目標 】 

 

① ７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少 

② がん検診受診率の向上 

 

【 評価指標 】 

 

項   目 現 状 令和１８年度 参考(国＝目標値) 出 典 

①７５歳未満のがんの年齢

調整死亡率の減少 

（人口１０万人あたり） 

５３.５ 

（令和３年） 
減少傾向 

減少 

（令和１０年度） 

人口動態統計

より算出 

②がん検診受診率の向上 

胃がん  ４.５％ 

大腸がん ３.４％ 

肺がん  ２.８％ 

乳がん   ９.９％ 

子宮頸がん６.３％ 

（令和４年度） 

（注１） 

増加傾向 

６０％ 

（注２） 

（令和１０年度） 

厚 生 労 働 省 

地域保健・健

康増進事業報

告より算出 

 
（注１） がん検診受診率は平成２８年度より算出方法が変更。受診対象者が従来は７０歳以上も含まれて

いたが、胃がん検診は５０～６９歳、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診は４０～６９歳、

子宮（頸）がん検診は２０～６９歳の年齢が対象となる。 

（注２） 令和５年３月策定の「がん対策推進基本計画（第４期）」における胃・肺・大腸・子宮・乳がん

検診受診率の目標値。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－２ 生活習慣病の発症予防・重症化予防 
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【 現状と課題 】 

 
《がんによる死亡》 

 
本市の令和３年のがんによる全年齢死亡数は２３１人となっています。７５歳未満のが

んによる死亡数は全年齢死亡数の４０％前後で推移しており、部位別（全年齢）の死亡数

は、肺がん、大腸がん、胃がんの順に多くなっています。  

７５歳未満年齢調整死亡率（人口１０万人あたり）で比べると、国、道は横ばいですが、

本市は令和１年から減少傾向がみられます。 

人口の高齢化とともに、がんの死亡者数は今後とも増加していくことが見込まれる中、

７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少を図る必要があります。 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※石狩地域保健情報年報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※石狩地域保健情報年報 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※人口動態統計、石狩地域保健統計年報より算出 

73.6
71.6 70

69.6

67.4

84.1
81.6

78
78.9 79.5

75.5

74.9

78.5

68.1

53.5
40

60

80

100

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

■75歳未満年齢調整死亡率（全がん）

全国 全道 恵庭市

216
196

212 223
200

231

80
73 72

82
68

97

0

50

100

150

200

250

300

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

■がんの死亡数（全年齢と75歳未満）

全年齢死亡数 75歳未満のがん死亡数

（人）

26 20

32

22

8

16

32
28

21

30

11
18

40

47
53

53

18

33

7 6

16

6
7

03 2 1
4

1 0
0

10

20

30

40

50

60

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

■部位別（全年齢）のがんの死亡数

胃 大腸 肺 乳 子宮

56



 

《がん検診》 

 

本市では、健康増進法に基づきがん検診を実施しており、各種がん検診の受診率は、国

が示す目標値より低く、１０％以下にとどまっています。 

令和５年度健康づくりアンケート調査（職域や病院等における個人の検診を含めた受診

状況）は、胃がん４２．２％・大腸がん３６．３％・肺がんでは３１．１％・乳がんで３

９．２％・子宮（頸）がん４１．０％となっています。 

今後は、がん検診受診についての普及啓発や、受診しやすい環境づくり等のさらなる取

組が必要です。 

また、令和３年度のがん検診受診者のうち、１８人にがんが発見されています。要精密

検査者への早期相談・支援等、精密検査未受診者を減らすことに重点を置いたがん検診精

度管理も重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告 

■がん検診受診率の推移                    

年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 
全道 

（令和 4 年度) 

全国 

（令和 4 年度) 

健康づくり 

ｱﾝｹｰﾄ 

（令和 5 年度） 

国目標値 

（令和 10 年度） 

胃がん検診 5.2% 4.3% 4.5% 5.0% 6.9% 42.2% 

60% 

大腸がん検診 2.9% 3.5% 3.4% 4.9% 6.9% 36.3% 

肺がん検診 2.3% 2.8% 2.8% 4.2% 6.0% 31.1% 

乳がん検診 10.1% 8.8% 9.9% 14.4% 16.2% 39.2% 

子宮頸がん検診 6.3% 5.6% 6.3% 17.0% 15.8% 41.0% 

    （注 1） （注 2）    

 

■恵庭市のがん検診における要精密検査者数とがんであった者の人数（人） 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

胃がん検診 

受診者数 2019 2028 1438 1534 

精検者数 157 144  96  147  

がん発見数 9 3 1 3 

大腸がん検診 

受診者数 2506 2631 1898 2118 

精検者数 198 240  203  183  

がん発見数 9 4 4 11 

肺がん検診 

受診者数 2225 2256 1736 1928 

精検者数 97 98  75  82  

がん発見数 2 0 1 3 

乳がん検診 

受診者数 969 1157 680 928 

精検者数 27 41  28  37  

がん発見数 5 9 4 1 

子宮がん検診 

受診者数 941 1025 607 823 

精検者数 17 32 17  23  

がん発見数 0 1 0 0 

 

（注１） 胃がん検診は５０～６９歳、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診は４０～６９歳、子宮（頸）がん 

検診は２０～６９歳の年齢が対象。 

（注２）令和５年度健康づくりアンケート調査は、胃・大腸・肺・乳４０歳以上、子宮２０歳以上を対象に 

受診率を算出。 
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【 対策 】 

 

 次世代 働きざかり 高齢者 

個人・家族・

地域の取組 

●がん予防を知り、適切な生活習慣を送りましょう。 

●がんの知識をもち、健康なときから検診を受けましょう。 

 

 事業名 概     要 担 当 

市 
 

の 
 

取 
 

組 
 

 

Ａ がんに関連する感染症予防の推進 

Ｂ型・Ｃ型 

肝炎ウイルス検診 
３５歳以上に実施 保健課 

Ｂ型・Ｃ型 

肝炎ウイルス検診 

妊婦健康診査時に実施 

えにわっこ 

応援センター 

 

ＨＴＬＶ－１検査 

(ヒトT細胞白血病ウイルス) 

子宮頸がん検診 

Ｂ がんに関する知識の普及・啓発の推進 

健康教育 

がん予防に必要な生活習慣や早期発見のための知識や

がん検診の推進についての普及を行います。 

・町内会や企業、学校などへの出前講座 

保健課 

がん予防普及啓発 

セミナー 

がん予防についての意識の向上を図り、広く啓発する

機会とします。 
保健課 

Ｃ がん検診と精度管理の推進 

がん検診 

がん検診と特定健康診査・健康診査の一括実施や休日

健（検）診の実施など、受診しやすい体制の充実を図り

ます。 

また一定の年齢に達した対象者への検診無料クーポン

配布事業の実施、広報誌やパネル展などを利用した啓発

活動に加え、未受診者への受診勧奨通知など受診率の向

上に努めます。 

＜３５歳以上＞ 

・胃がん検診 ・大腸がん検診 ・肺がん検診 

・乳がん検診（女性）・肝炎ウイルス検査 

＜２０歳以上＞ 

・子宮頸がん検診（女性） 

保健課 

がん検診精度管理 

 がん検診の実施から、精密検査の結果把握に至るまで

の管理を行い、検診の有効性を高めます。 

・がん検診受診率、要精検率、精検受診率、がん発見 

率の把握 

・要精密検査への事後指導 

保健課 

健康相談 

がんの検診方法、検診結果についての不安や疑問につ

いての相談を行います。 

・がん相談窓口 

・要精密検査者へ早期相談支援 

保健課 
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（２）循環器病 
 
  脳血管疾患や虚血性心疾患（注１）などの循環器病は死亡の原因になるだけでなく、要介

護状態を引き起こすなど、医療費の増加や社会的にも大きな影響があります。危険因子と

しては高血圧、脂質異常、喫煙、糖尿病の４つが主であり、危険因子が重なることでリス

クは高まります。  

高血圧、脂質異常、糖尿病は自覚症状がなく徐々に悪化することから、健診でリスク者

の早期発見、早期の保健指導や、重症化につながらないように治療継続支援が必要です。 
  
  （注１）虚血性心疾患 

心臓病の中でも動脈硬化等のため、心臓の血管が細くなったり詰まったりして起こる狭心症や心筋梗塞のこと。 

 

【 目標 】 

 
① 脳血管疾患の死亡率のさらなる減少 

  ② 虚血性心疾患の死亡率のさらなる減少 

  ③ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 

  ④ 高血圧の改善 

  ⑤ 脂質異常症の減少 

  ⑥ 特定健康診査･特定保健指導(注２)の受診率の向上   
 

(注２)特定健康診査・特定保健指導 

     メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目して生活習慣病の予防や早期発見・治療を目的とした健診。 

また、その結果から生活習慣病を発症するリスクが高い方に行われる保健指導。 

 

【 評価指標 】 

 

項   目 現 状 令和１８年度 参考(国＝目標値) 出 典 

①脳血管疾患の死亡率のさ

らなる減少 

（人口１０万人あたり） 

年齢調整死亡率 

男性 １００．８ 

女性 ６０．８ 

（令和３年） 

減少傾向 
減少    

（令和１０年度） 

人 口 動 態 統

計、石狩保健

年報より算出 

②虚血性心疾患の死亡率の 

さらなる減少 

（人口１０万人あたり） 

年齢調整死亡率 

男性 ６．５ 

女性 １．４ 

（令和３年） 

現状維持 
 減少    

（令和１０年度） 

人 口 動 態 統

計、北海道保

健統計年報よ

り算出 

③メタボリックシンドロー

ムの該当者及び予備群の

減少 

３１．４％ 

（令和４年度） 
減少傾向 

第４期医療費適正

化計画に合わせ 

設定 

特定健康診査・

特定保健指導実

施結果報告 

（法定報告） 

④高血圧の改善（収縮期血

圧の平均値の低下） 

男性 １３４mmHg 

女性 １３１mmHg 

（令和５年度） 

現状維持 

ベースライン値 

から５㎜Hgの低下 

（令和１４年度） 

恵庭市特定健

康診査 

⑤脂質異常症の減少 

（ＬＤＬコレステロール 

１６０mg/ｄL以上） 

男性  ９．５％ 

女性 １３．２％ 

（令和５年度） 

減少傾向 

ベースライン値 

から２５％の減少 

（令和１４年度） 

恵庭市特定健

康診査 

⑥特定健康診査･特定保健

指導の受診率の向上 

健診 ２９．２％ 

指導 ５８．８％ 

（令和４年度） 

増加傾向 

第４期医療費適正

化計画に合わせ 

設定 

特定健康診査・

特定保健指導実

施結果報告 

（法定報告） 
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【 現状と課題 】 

 
《脳血管疾患による死亡》 

  
高齢化に伴い、脳血管疾患による死亡者の増加が予測されますが、本市の脳血管疾患の

死亡率は、全国、全道と比較して低くなっています。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

※北海道保健統計年報 

 
《心疾患による死亡》 

 
  脳血管疾患と同様に高齢化に伴い、死亡者の増加が予測されますが、本市の心疾患の死

亡率は、全国、全道と比較して低くなっています。本市の虚血性心疾患の年齢調整死亡率

（総数）は令和1年と比較して令和３年は減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※北海道保健統計年報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※石狩保健年報                     ※人口動態統計、石狩保健年報より市算出 
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《メタボリックシンドローム等の状況》 

 

令和４年度の特定健康診査の結果から、受診者の２０．４％がメタボリックシンドロー

ム該当者（注１）、１１．０％が予備群（注２）となっており、直近３か年においてはほぼ横

ばいです。 

メタボリックシンドローム該当者のリスクの重なりについては、男性、女性とも「血圧

と脂質」が最も多く、次いで「血糖・血圧・脂質」が多くなっており、３つのリスクの重

なりは虚血性心疾患の発症予防の重要項目となっています。 

 
（注１）メタボリックシンドローム該当者 

内臓脂肪型肥満に脂質異常や高血圧、高血糖が２つ以上合併した状態。 

（注２）メタボリックシンドローム予備群 

内臓脂肪型肥満に脂質異常や高血圧、高血糖が１つ合併した状態。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※特定健康診査・特定保健指導実施結果報告（法定報告） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和５年度恵庭市特定健康診査 
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《血圧の状況》 

 
  高血圧は、脳血管疾患や虚血性心疾患などあらゆる循環器病の危険因子であり、その発

症や死亡については、他の危険因子と比べるとその影響は大きいと言われています。 

本市の特定健康診査の結果において、平均血圧を経年で見ると、男性、女性ともに正常

値内の血圧となっています。  

しかしながら、高血圧治療者においては治療中断などが重症化につながることから早期

の保健指導、治療継続支援が必要です。また、治療開始の必要性が高い人には生活習慣改

善とあわせた保健指導が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※恵庭市特定健康診査 

 

 

《脂質の状況》 

 
  脂質異常症は動脈硬化を招き、虚血性心疾患の危険因子となります。動脈硬化予防とし

て特に、ＬＤＬコレステロールの値は、各検査項目の中で最も重要な指標とされています。 

本市の令和５年度特定健康診査結果では、ＬＤＬコレステロール１６０mg／dL以上の脂

質異常症の割合が男性では９．５％、女性では１３．２％となっており、動脈硬化の危険

性が高い者への保健指導の継続が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和５年度恵庭市特定健康診査 
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《健康診査・保健指導》 

 
  特定健康診査受診率は生活習慣病対策に対する取組指標となりますが、令和４年度の受

診率は、２９．２％と全国、全道より低くなっています。 

また、特定保健指導の実施率は、全国、全道と比較して高くなっています。 

特定健康診査・健康診査の受診率向上に向けて、若いうちから健康診断を受ける習慣づ

けや、受診しやすい環境づくりなど効率的・効果的な受診体制の整備が必要となります。 

また、健診結果及び質問項目から生活習慣病のリスクに応じて対象者を選定・階層化し、

対象者が生活習慣の改善を自ら選択し、さらにその結果が健診データの改善に結びつくよ

うに、個別性を重視した保健指導が必要となります。 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特定健康診査・特定保健指導実施結果報告（法定報告） 
 

※特定健康診査・特定保健指導実施結果報告（法定報告） 

市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※特定健康診査・特定保健指導実施結果報告（法定報告） 

市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 
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【 対策 】 

 

 次世代 働きざかり 高齢者 

個人・家族・

地域の取組 

●妊婦健診、乳幼児健診をし

っかり受けましょう。 

●母子（親子）健康手帳を活

用し、健診結果から生活習

慣を振り返りましょう。 

●健診を受け、健診結果から生活習慣を振り返りまし

ょう。 

●必要な治療は中断せずに病気と上手に付き合いまし

ょう。 

 

 事業名 概     要 担 当 

市 
 

の 
 

取 
 

組 
 

 

Ａ 循環器病予防の推進 

保健指導 

特定保健指導対象者や発症予防対象者等への生活習慣

の改善指導等を行います。 

・特定保健指導（積極的支援･動機付け支援） 

・発症予防保健指導  

・母子（親子）健康手帳交付時の保健指導  

保健課 

国保医療課 

えにわっこ 

応援センター 

健康相談 

よりよい生活習慣や健診データの疑問、不安など広く

健康づくりに関する相談を行います。 

・健康づくり相談  ・プレママ相談 

保健課     

えにわっこ 

応援センター 

訪問指導 

 特定保健指導の対象者、治療必要者及び治療中断者、  

血圧や血糖が高い妊産婦や高齢者の家庭に訪問し生活実

態に合った保健指導を行います。 

 ・重症化予防保健指導 

 ・乳児家庭全戸訪問  ・妊産婦訪問指導 

保健課 

えにわっこ 

応援センター 

高齢者の保健事業

と介護予防の一体

的実施事業 

 高齢者が自身の健康状態の把握と生活の振り返りを通

して介護予防に関する正しい知識を獲得し、主体的に介

護予防の取組を行えるよう支援します。 

・プレミアム健康度チェック  ・重症化予防保健指導 

保健課 

介護福祉課 

国保医療課 

Ｂ 循環器病予防に関する知識の普及・啓発の推進 

健康教育 

講演会 

生活習慣の見直しと健診受診の動機付けとなるよう、

広く一般市民を対象とした生活習慣病予防のための健康

学習会や講演会を開催します。 

・医師による健康づくり講演会 

・町内会や企業、学校などへの出前講座  

・老人クラブへの健康教育  ・健診結果説明会 

・えにわウェルカム７５ 

保健課 

介護福祉課 

国保医療課 

学校教育 
自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力

を育てます。 
教育委員会 

Ｃ 特定健康診査等の推進 

特定健康診査等 

特定健康診査・健康診査・妊産婦健康診査等の受診し

やすい体制の充実を図ります。 

対象者への個別案内や健診受診券の発行、広報誌など

を利用した啓発活動に加え、未受診者への受診勧奨等、

受診率の向上に努めます。 

・特定健康診査、健康診査、脳ドック 

・妊産婦健康診査 

保健課 

国保医療課 

えにわっこ 

応援センター 
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（３）糖尿病  
 

糖尿病は自覚症状がないことが多く、重篤になると網膜症や腎症、神経障害などの合

併症や認知症発症に影響を及ぼし、本人や家族、そして社会的な医療費の負担も大きくな

ります。 

糖尿病における危険因子は、加齢、家族歴、肥満、運動不足、血糖値の上昇とされて

います。 

妊娠期、幼少期から、適正な体重維持、バランスのよい食事、適度な運動など、望ま

しい生活習慣を身につけることが必要です。 

危険因子の管理が重要であり、健康診査等による確認や早期の保健指導、治療継続な

ど循環器同様の予防対策が有効となります。 

 

【予防段階に応じた糖尿病対策】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 目標 】 

 
① 糖尿病有病者の増加の抑制 

  ② 血糖コントロール不良者の割合の減少 

③ 治療継続者の割合の増加 

 ④ 新規人工透析導入患者数の減少 

 

【 評価指標 】 

 

項   目 現 状 令和１８年度 参考(国＝目標値) 出 典 

①糖尿病有病者の増加の抑

制（ＨｂＡ１ｃ６．５％

以上） 

５４．０％ 

（令和５年度） 
減少傾向 

１，３５０万人 

（令和１４年度） 

恵庭市特定健

康診査 

②血糖コントロール不良者

の割合の減少（ＨｂＡ１

ｃ８．４％以上） 

３．０％ 

（令和５年度） 
減少傾向 

１．０％ 

（令和１４年度） 

恵庭市特定健

康診査 

③治療継続者の割合の増加 
８１．８％ 

（令和５年度） 
増加傾向 

７５％ 

（令和１４年度） 

恵庭市特定健

康診査 

④新規人工透析導入患者数

の減少 

１７人 

（令和５年度） 
減少傾向 

１２，０００人 

（令和１４年度） 

国保データベ

ース 

           

三次予防 

二次予防 

一次予防 

合併症による臓器 

障害の予防・生命 

予後の改善 

・合併症（糖尿病性腎症による透析患 
  者）を抑制する。 

重症化予防 

発症予防 

・健康診査による早期発見、早期治療 

・糖尿病の未治療や治療中断をなくし 
 良好な血糖コントロールを維持する。 

・危険因子（加齢、家族歴、肥満、運 

  動不足、血糖値の上昇、高血圧、脂 
  質異常など）の管理。 
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【 現状と課題 】 

 

《特定健康診査から見る糖尿病の有病者》 

 
本市の令和５年度特定健康診査受診者の状況では、糖尿病服薬者でＨｂＡ１ｃ（注）が

６．５％以上の割合が５４．０％です。高齢化に伴い糖尿病治療者の増加が予測されるこ

とから、重症化予防により一層取り組んでいく必要があります。 

 

(注) ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー） 

血色素（ヘモグロビン）にブドウ糖が結合した割合。過去１～３か月の平均的な血糖値がわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※恵庭市特定健康診査 

 
 

《糖尿病治療の状況》 

 
  糖尿病における治療中断を減少させることは糖尿病合併症抑制のために必須です。本市

の令和５年度特定健康診査受診者のうち、「医療機関や健診で糖尿病と言われたことがあ

る」と回答した者のうち、「糖尿病の治療を現在受けている」と回答した人は、８１．

８％と増加傾向です。 

特定健康診査受診者のＨｂＡ１ｃを糖尿病治療の有無からみてみると、治療をしてい

る人の令和５年度のＨｂＡ１ｃ８．４％以上のコントロール不良群は２．６％であり、平

成３０年度と比較すると、減少しています。 

国を挙げて取り組んでいる糖尿病性腎症重症化予防に向け、治療中にもかかわらず血

糖コントロールが難しい人や治療中断による血糖のコントロール不良者を減少させるため

に、より積極的な保健指導が必要となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※恵庭市特定健康診 
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※平成30年度・令和5年度恵庭市特定健康診査 

 
 

《人工透析患者の状況》 

 
   令和５年度報告分では、国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度加入者の人工透析

患者は１７０人となっており、新規導入者は１７名となっております。 

新規人工透析患者の原因疾患としては、糖尿病性腎症が最多です。 

糖尿病の発症から糖尿病性腎症による透析導入に至るまでの期間は約２０年間と言わ

れていることから、早期発見・早期治療や治療継続が重要であり、健康診査の受診勧奨と

ともに、腎機能との関連が深い血圧やｅＧＦＲ（注）にも着目し、重症化予防を含めて保

健指導を実施していく必要があります。 

 

（注）ｅＧＦＲ 

腎臓の機能の指標で、腎臓が老廃物を排泄する能力を表すもの。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

※ KDB Expander 
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【 対策 】 

 

 次世代 働きざかり 高齢者 

個人・家族・

地域の取組 

●妊婦健診、乳幼児健診をし

っかり受けましょう。 

●母子（親子）健康手帳を活

用し、健診結果から生活習

慣を振り返りましょう。 

●健診を受け、健診結果から生活習慣を振り返りましょ

う。 

●必要な治療は中断せずに病気と上手に付き合いましょ

う。 

 

 事業名 概     要 担 当 

市 
 

の 
 

取 
 

組 
 

 

Ａ 糖尿病予防の推進 

保健指導 

特定保健指導対象者や発症予防対象者等への生活習慣

の改善指導等を行います。 

・特定保健指導（積極的支援･動機付け支援） 

・発症予防保健指導   

・母子（親子）健康手帳交付時の保健指導 

保健課 

国保医療課 

えにわっこ 

応援センター 

健康相談 

よりよい生活習慣や健診データの疑問や不安など広く

健康づくりに関する相談を行います。 

・健康づくり相談  ・プレママ相談 

保健課 

えにわっこ 

応援センター 

訪問指導 

 特定保健指導の対象者、治療必要者及び治療中断者、  

血圧や血糖が高い妊産婦や高齢者の家庭に訪問し生活実

態に合った保健指導を行います。 

 ・重症化予防保健指導 

 ・乳児家庭全戸訪問  ・妊産婦訪問指導 

保健課 

えにわっこ 

応援センター 

高齢者の保健事業

と介護予防の一体

的実施事業 

 高齢者が自身の健康状態の把握と生活の振り返りを通

して介護予防に関する正しい知識を獲得し、主体的に介

護予防の取組を行えるよう支援します。 

・プレミアム健康度チェック ・重症化予防保健指導 

保健課 

介護福祉課 

国保医療課 

Ｂ 糖尿病予防に関する知識の普及・啓発の推進 

健康教育 

講演会 

生活習慣の見直しと健診受診の動機付けとなるよう、

広く一般市民を対象とした生活習慣病予防のための健康

学習会や講演会を開催します。 

・医師による健康づくり講演会 

・町内会や企業、学校などへの出前講座  

・老人クラブへの健康教育  ・健診結果説明会 

・えにわウェルカム７５ 

保健課 

介護福祉課 

国保医療課 

学校教育 
自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力

を育てます。 
教育委員会 

Ｃ 特定健康診査等の推進 

特定健康診査等 

特定健康診査・健康診査・妊産婦健康診査等の受診し

やすい体制の充実を図ります。 

対象者への個別案内や健（検）診受診券の発行、広報

誌などを利用した啓発活動に加え、未受診者への受診勧

奨通知等受診率の向上に努めます。 

・特定健康診査、健康診査、脳ドック 

・妊産婦健康診査 

保健課 

国保医療課 

えにわっこ 

応援センター 
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社会がより多様化することや、人生１００年時代が本格的に到来することを踏まえ、様々な

ライフステージ（乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階）ごとに特有の健

康づくりについて引き続き取組を進める必要があります。 

加えて、現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性

があることや、次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があるものであり、ライフコースアプロ

ーチ（胎児期から高齢期に至るまで人の生涯を経時的に捉えた健康づくり）を推進していきま

す。 

 

ライフコースアプローチについては、「生活習慣の改善」の領域から、各ライフステージに

関連するものを抜粋し再掲したものとなります。 

 

（１）こども 

幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響を与えるため、

子どもの健康を支える取組を進める必要があります。こうした観点から、適正体重の子どもの

増加、子どもの頃からの運動習慣の獲得並びに、う蝕予防に関する取組を推進します。 

 

  

  

 ・小学５年生のやせのある男子は１．４％、女子は２．８％と、全国と比べて低くなっていま

すが、肥満のある男子は２０．８％、女子は１０．７％と、男女ともに割合は高くなってい

ます。 

 ・小学５年生の１週間の総運動時間が６０分未満の児童は男子８．４％、女子１５．５％とな

っており、男女ともに全道・全国より低く習慣的に運動やスポーツを行っていると考えられ

ます。 

 ・「３歳児で４本以上う蝕のある歯を有する者の割合」は３．９％と全国と比べ高い傾向があ

ります。また、「１２歳児でう蝕のない者の割合」は７２．７％と全国に比べ低くなっていま

す。 

 

 

 

① やせ傾向にある子どもの割合の減少、肥満傾向にある子どもの割合の減少【再掲】 

② 運動やスポーツを習慣的に行っていない子どもの減少【再掲】 

③ 乳幼児・学齢期でう蝕のない者の増加【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり ３ 

【現 状】 

【目 標】 
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事業名 概要 担当 

健康相談 

・母子(親子)健康手帳交付時の食生活相談  

・プレママ相談 

・乳幼児健康診査における栄養相談、歯科相談 

・乳幼児すくすく相談 

・育児教室における離乳食相談 

・健康･育児電話相談 

保健課 

えにわっこ応援センター 

健康教育および講演会 

・妊婦教室における栄養講話、歯科保健講話 

・育児教室における離乳食講話、食育講話、歯みがき講話 

・食育講演会   ・食育推進展示 

・学校、幼稚園などでの出前講座 

保健課 

えにわっこ応援センター 

保健指導 
・乳幼児健診歯科指導 

・妊婦歯科保健指導 

保健課 

えにわっこ応援センター 

健康診査・検診 

・乳幼児健康診査   ・乳幼児歯科健診 

・幼稚園、保育園歯科健診  ・学校歯科健診 

保健課 

えにわっこ応援センター 

幼児保育課  教育委員会 

各種スポーツ教室 

健康・スポーツフェステ

ィバル 

・スポーツ協会による事業  

・スポーツ推進委員･スポーツ指導員による事業 

・運動習慣について健康意識、スポーツの啓発を図り、広

く啓蒙する機会とする。 

健康スポーツ課 

学校教育 

・食育と安全安心な学校給食の充実 

・運動に親しむ資質や能力を育てる 

・口腔衛生を保持増進する健康教育 

教育委員会 

フッ化物事業 

・乳幼児フッ素塗布 

・幼稚園、保育園での集団フッ化物洗口 

・学齢期の集団フッ化物洗口 

保健課 

幼児保育課 

教育委員会 

項 目 現 状 令和１８年度 
参考 

（国＝目標値） 
出 典 

やせ傾向にある子どもの割合

の減少 

男子 １．４％ 

女子 ２．８％ 

（令和５年度） 

減少傾向 ― 

恵庭市特定給食施設

等栄養管理報告 
肥満傾向にある子どもの割合

の減少 

男子 ２０．８％ 

女子 １０．７％ 

（令和５年度） 

減少傾向 ― 

運動やスポーツを習慣的に行

っていない子どもの減少 

男子 ８．４％ 

女子１５．５％  

（令和５年度） 

減少傾向 

第２次成育医療等基

本方針に合わせて設

定 

全国体力・運動能

力、運動習慣等調査 

３歳で４本以上のう蝕のある

歯を有する者の割合の減少 

３．９％ 

（令和４年度） 
減少傾向 

０％     

（令和１４年度） 
保健課 

１２歳児でう蝕のない者の割

合の増加 

７２．７％ 

（令和４年度） 
増加傾向 

９５％    

（令和１４年度） 
学校保健調査 

【評価指標】 

【市の取組】  
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（２）高齢者 

高齢期においては加齢に伴う心身の変化や複数の慢性疾患の併存などが影響し、生活機能が

低下し、要介護状態へ進むことが考えられます。 

ＢＭＩ２０以下（やせ）は肥満よりも死亡率が高いと言われており、口腔機能を維持し、低

栄養を予防することは健康寿命の延伸に寄与すると言えます。また、運動器疾患は要支援要介

護の原因ともなり、フレイルやロコモティブシンドローム予防のためにも身体機能の維持は大

切です。 

高齢期は社会とのつながりが弱くなる時期でもあり、社会参加は要介護リスクや死亡リスク

を低下させると言われていることから、社会活動や地域のつながりを推進します。 

 

  

  

・６５～７４歳において、ＢＭＩ２０以下の割合は１６．６％と年々増加しています。 

・要支援・要介護に至る原因疾患は筋力や運動と関係する関節疾患や骨折・転倒が１２．５％

となっています。 

・何らかの社会活動に参加している高齢者は、趣味活動が２２．１％、収入のある仕事が２１．

８％でした。また、市民がつどい、自主的に体操に取組むいきいき百歳体操サロン数は３９

か所と増加しています。 

・認知症サポーターは年々増加し、１２，４７１人となっています。 

・８０歳で２０歯以上の自分の歯がある人の割合は６８．８％あり、増加傾向にあります。 

 

 

 

① 低栄養傾向の高齢者割合の増加の抑制【再掲】 

② 運動器疾患による要支援・要介護認定者の割合の減少【再掲】 

③ 就業又は何らかの地域活動をしている高齢者の割合の増加【再掲】 

④ 認知症サポーター数の増加【再掲】 

⑤ ８０歳で２０歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加【再掲】 

 

 

項 目 現 状 令和１８年度 
参考 

（国＝目標値） 
出 典 

低栄養傾向の高齢者割合の

増加の抑制 

１６．６％ 

（令和５年度） 
現象傾向 

ＢＭＩ２０以下 

６５歳以上 １３％ 

（令和１４年度） 

 

運動器疾患による要支援・

要介護認定者の割合の減少 

１２．５％ 

（令和６年２月審査分） 
減少傾向 ― 介護福祉課 

就業又は何らかの地域活動

をしている高齢者の割合の

増加 

６５歳以上２２．１％  

（令和５年度） 
増加傾向 

１０％の増加 

（令和１４年度） 

恵 庭 市 介 護 予

防・日常生活圏

域ニーズ調査 

認知症サポーター数の増加 
１２，４７１人 

（令和５年度） 
増加傾向 ― 介護福祉課 

８０歳で２０歯以上の自分

の歯を有する者の割合の増

加 

６８．８％ 

（令和５年度） 
増加傾向 

８５％ 

（令和１４年度） 

国保医療課（後

期高齢者歯科健

診） 

【現 状】 

【目 標】 

【評価指標】 
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事業名 概要 担当 

健康相談 
・健康づくり相談日 

・介護予防のための栄養相談、歯科保健相談 

保健課 

介護福祉課 

健康教育・講演会 

・老人クラブ等健康教育 

・介護予防講演会   

・健康づくり講演会 

・健診結果説明会 

保健課 

介護福祉課 

訪問指導 

・介護予防家庭訪問 

・訪問型短期集中予防事業（口腔機能の低下や栄養等の

生活機能の低下が認められる高齢者の支援） 

保健課 

介護福祉課 

介護予防普及啓発事業 
・老人健康ハイキイング 

・シニア体力測定会 
介護福祉課 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施事業 

・プレミアム健康度チェック 

・えにわウェルカム７５ 

・歯科医師による健口教室 

・リハビリテーション専門職サロン派遣事業 

・低栄養・フレイル予防事業 

・健康状態不明者支援事業 

保健課   

介護福祉課 

国保医療課 

介護予防地域リーダー支

援事業 

・いきいき百歳体操サポーター養成講座 
介護福祉課 

地域介護予防活動支援事

業 

･地域支えあい地域づくり事業  
介護福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市の取組】 
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（３）女性 

女性については、ライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性や、次の

世代を育むという視点等を踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重要で

す。このため、女性に多いやせ、妊婦の喫煙や飲酒、運動器疾患の予防や早期発見早期治療に

関する取組などを推進します。 

 

 

  

 ・妊娠届出時のやせの者は１３．３％と近年横ばいです。 

・妊娠届出時の喫煙率は２．７％と近年横ばいです。 

・妊娠届出時の飲酒状況は２．４％と年々増加しており、全国と比べて高い飲酒率となってい

ます。 

・要支援の原因として、筋力や運動と関係する関節疾患及び骨折・転倒が女性で３４．８％、

男性は１３．３％と女性が多くなっています。 

 

 

 

① 妊娠届出時のやせの者の割合の減少【再掲】 

② 妊娠中の喫煙をなくす【再掲】  

③ 妊娠中の飲酒をなくす【再掲】 

④ 運動器疾患による要支援認定者の割合の減少（女性）【抜粋・再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 現 状 令和１８年度 
参考 

（国＝目標値） 
出 典 

妊娠届出時のやせの者の割

合の減少 

１３．３％ 

（令和５年度） 
現状維持 

ＢＭＩ１８．５未満の

２０～３０歳代女性  

１５％未満 

（令和１４年度） 

えにわっこ応援

センター 

妊娠中の喫煙をなくす 
２．７％ 

（令和５年度） 
減少傾向 

第２次成育医療等基本

方針に合わせ設定 

えにわっこ応援

センター 

妊娠中の飲酒をなくす 
２．４％ 

（令和５年度） 
減少傾向 ― 

えにわっこ応援

センター 

運動器疾患による要支援認

定者の割合の減少（女性） 

３４．８％ 

（令和５年度） 
減少傾向 ― 介護福祉課 

【目 標】 

【評価指標】 

【現 状】 
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事業名 概要 担当 

健康相談 ・母子（親子）健康手帳交付時の食生活相談 

・プレママ相談 

・健康づくり相談日 

・禁煙外来の情報提供 

保健課 

えにわっこ応援センター 

健康教育および講演会 ・食育講演会   ・食育推進展示 

・妊婦、両親教室 

・町内会や企業、学校などへの出前講座 

・未成年を対象とした健康教育 

保健課 

えにわっこ応援センター 

学校教育 
自らの健康を保持・増進するために食育、喫煙防止、飲

酒防止の教育を推進します。 
教育委員会 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体的実施事業 

プレミアム健康度チェック 

・えにわウェルカム７５ 

・リハビリテーション専門職サロン派遣事業 

・低栄養・フレイル予防事業 

保健課 

介護福祉課 

国保医療課 

 

【市の取組】 
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（１）社会とのつながり 

就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや社会参加の取組に加え、各自がより緩や

かな関係性も含んだつながりを持つことができる環境整備や、こころの健康を守るための環境

整備を行うことで、社会とのつながり・こころの健康の維持及び向上を図ります。 

 

（２）自然に健康になれる環境づくり 

健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康になれる環境づくりの

取組を実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康づくりを推進します。 

  市民一人ひとりの健康づくりを推進していくため、必要な情報の収集や関係機関などと連携

を図り、また必要に応じて健康づくりに有効な組織体制を検討しながら、質の高い保健サービ

スの提供に努めます。 

 

① 普及啓発 

市民が自分や家族の健康を守るために、自ら学び、考え、行動するために必要な情報を市

の広報誌やホームページ、ＳＮＳ、各種イベントのほか地域ＦＭ、コミュニティ情報誌等を

活用し、効果的な啓発に努め、市民の健康への関心を高める事業を展開します。 

 

② 人材の育成 

地域における健康づくり活動の普及・啓発を担う人材の育成支援を行います。町内会や老

人クラブ等の地域団体が行う各種健康づくり事業との連携や健康教育等の実施を図ります。 

 

 ③ 健康づくり活動の拠点整備 

   市保健センターは平成７年南島松に整備され、健康づくり・保健活動の拠点施設として運

営してきましたが、平成３０年に緑町に拠点を移し、さらなる市民の健康増進を支援する施

設としての機能を十分に発揮するための充実・強化を図ります。 

 

 

（３）情報入手活用のための周知啓発 

テレビやインターネット、ＳＮＳなどには健康に関する情報があふれています。個人の健康

づくりを後押しする、科学的根拠に基づく健康情報を入手・活用できるよう、周知啓発の取組

を行うとともに、各関係機関、団体等と連携しながら学ぶ機会の提供に努めます。 

 

 

 

 

 

 

社会環境の質の向上 ４ 
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  健康づくりの推進には、市民一人ひとりが健康づくりに関心をもち、自らが健康づく

りに主体的に取り組み、生涯にわたり健康的な生活を送ることが大切です。そのためには、

市民、家庭や学校、事業者、地域団体など社会全体が一体となり、一人ひとりの健康づく

りを支援していくことが大切になります。市では、市民一人ひとりの健康づくりの取組を

様々な関係機関と連携を図りながら、支援・推進していきます。 

 

健康増進法  

（国民の責務） 

第２条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自

らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。  

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい

知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並び

に健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その

他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。 

 
 
（１）市民一人ひとり・家庭 

 
家庭は、市民が暮らしていくうえで最も基本的な単位で、一人ひとりの健康を生涯に

わたって育む場です。家庭は、食事、運動、睡眠、休養など正しい生活習慣を身につける

最も重要な場であり、健康的な生活習慣を親から子へ伝えていくことは、生涯を通じた健

康づくりを実践する第一歩として大切な役割を担っています。 

 
 
（２）学校等 

 
乳幼児期から思春期の子どもたちが、家庭に次いで多くの時間を過ごす学校等は生涯

にわたって自己の健康を適切に管理し改善していくための資質や能力が養われる場です。

そのため、家庭と連携し生涯にわたる健康づくりの意識と行動につなげていくためにも、

教育・指導の充実が重要です。 

 
 
（３）事業者 

 

働く人にとって職場は、青年期から壮年期といった、人生の大半を過ごす場であり、

就労者の健康確保の観点から大きな役割を担っています。定期的な健康診断の実施や職場

環境の整備、福利厚生の充実など、健康経営の積極的な推進が必要です。 

 

第５章 計画の推進体制 

各主体の役割 １ 
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（４）医療機関 

 

医師会・歯科医師会・薬剤師会などの関係機関・団体は、健康の問題に対して専門的

な見地から技術や情報の提供ができます。特に身近なかかりつけ医・歯科医などの専門家

については、病気の治療にとどまらず、病気の発病予防にも大きな役割を担うことが期待

されます。また、薬局・薬剤師などについては、医薬品の適正な使用や健康に関する相談、

情報提供などの役割が期待されます。 

 

（５）地域団体など 

 

地域では様々な活動を通して、健康づくりが実践されており、住み慣れた地域の中で

ふれあい、支えあい、声かけ、見守りなどを通して、心身の健康を育むことも大きな役割

です。 

スポーツ、子育て、文化・芸術活動、福祉など様々な団体が連携し、市民一人ひとり

の健康づくりを支援していくことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 
各年度における保健事業の推進状況等を恵庭市保健センター運営協議会に報告し、保

健事業の円滑な推進等について審議し、適宜市民に公開していきます。 

数値目標の達成状況等の評価については、計画開始後６年（令和１２年度）を目途に

中間評価を行うとともに、第３次計画の見直し年次となる令和１７年度にはアンケート調

査等によるデータ収集を実施します。 

 

 

 

計画の進捗管理 ２ 
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